
１．はじめに 
国の重要文化財建造物のうち民家（重文民家）は、意

匠、技術、歴史、学術、地方色のいずれかにおいて価値

が高く、保存すべき代表的な民家として指定されたもの

である。重文民家は、建物としての価値に加え、その土

地の気候風土や歴史・文化に対応した佇まいを持ち、住

まいと暮らしの歴史を伝えるソフト面の価値を併せ持っ

ているといえる。 
 2017 年 5 月時点で重要文化財の指定を受けている建

造物のうち、近世以前の民家（大部分が農家と町家）は

353 件にのぼる。その半数以上が個人所有である。所有

者らが暮らすことで、重文民家は建物と居住文化を維持

してきたといえる。筆者らが「特定非営利活動法人 全

国重文民家の集い」1)にご協力いただき、全国の個人所

有者を対象に行ったアンケ－ト調査（159 名回答、2012
年実施）では、所有者の半数近くが 70 歳代以上で、60
歳代を含めると 80％近くに達した。所有者の高齢化が著 

 
 
 

しいが、「このまま個人所有・管理を続けたい」意向が

60％にのぼった。その一方で「個人所有は限界に達して

いる」との回答が 80％を超えた。所有者の高齢化に相ま

って日常の維持管理費の負担や後継者の課題などが、個

人所有の継続を困難にしつつあると考えられた文 1）。  
 重文民家は本来、個人所有であるが、個人での管理が

困難になり、市町村等へ移管されるケ－スが徐々に増え

ているのが現状である。本稿では、全国の公有重文民家

を対象にした調査から、公有化の経緯および維持管理の

現状を把握するとともに、生活道具の活用を通じて公有

重文民家で居住文化を伝える工夫についても検討する。 
建築分野でのわが国の歴史的民家に関する研究は、地

域的な平面や架構に関する研究、地域の民家の歴史的な

成立過程や発展過程の研究、移築や保全技術の研究、年

代測定手法等の研究が従来から蓄積されてきた。歴史的

民家の再生と利活用、さらには民家を核とした地域のま 
ちづくりに展開する研究もみられる。 
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  In Japan over 50% of historic houses as important properties (Jubun Minka) are owned by private 
individuals and their families. They have lived in Jubun Minka and have maintained their houses and 
housing culture. But Jubun Minka took into the public ownership are gradually increasing.  
  We researched about the progress of public ownership of Jubun Minka and their current condition 
 of management. We conducted a questionnaire survey for local governments owning Jubun Minka, 
and we had 99 answers. As the results, about 60% of them have been donated to local governments.  
For many local governments, it is heavy burden to manage Jubun Minka. This means if it is possible 
to reduce the economic load of owner's management, the economic load on local governments would be 
reduced 
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本稿で う重文民家の日常の維持管理や居住文化に

点を てた文 としては、前 した全国重文民家の集い

著の 重文民家と生きる 文 2)がある。本 では重文民

家の所有者の立 からみた個人所有重文民家の維持管理

や継 の課題が べられている。また、 文化財研究

所 重要文化財民家保存 理 （2003 年）文 3)では全

国の重文民家の － が され、大野によって保

存・ 理のための となる分 が行われている。この

で、大野は重文民家の保全における日常管理の重要

にも れており、本研究につながる 点がみられる。ま

た、保存移築の 点から公的管理に移行した重文民家に

ついては、平 によって、その特 分 が行われている

文４）５）。しかしながら、全国の公有重文民家を対象にし

て、公有化の経緯や維持管理の現状を把握した研究は行

われていない。本研究では、 調査よって個人所有重文

民家の維持管理や活用の課題を把握しており、その上で

公有重文民家の課題を検討するものである。 
 
．研究の  

 本稿は、以 の つの調査によるものである 2）文 6）。 
1）公有重文民家を管理する市町村の担 者を対象とし

たアンケ－ト調査 
文化 の 国指定文化財等 － －ス 3）から公有

重文民家を し、重文民家を所有・管理する 市町村

4）の教育 員 文化課等の担 者を対象に、 重文民

家の維持管理や活用についてのアンケ－ト調査を実施し

た。 な調査 は、公有化の経緯、公有化以前の状 、

現 の維持管理や公開についてである。調査対象の重文

民家は 国指定文化財等 － －ス の分 における

「近世以前 民家」を 本とした。これらの どは農家

と町家（本 などの 建築を含 ）である。「近世以前

民家」に するものとして、「近代 住居」のうち

が農家または町家のものも対象とした。なお、「近

世以前 民家」「近代 住居」ともに、民家 や博物館に

移築保存され展 施 として管理されているものは調査

対象から した。以上から、120 住 を した。 
調査は 2015 年 11 月に調査 を し、 回

の方法で実施した。調査 には住 名を し、 市

町村が 数の重文民家を所有・管理している は、住

ごとに回答を した。 数 120 件に対し、回 数

は 99 件（有 回 83.3％）である。 
2）公有重文民家の 調査 
アンケ－ト調査の として、公有重文民家の に

ついて、市町村の担 者や管理者を対象に ア ン 調

査を行い、維持管理や活用の具 的な を把握した 5）。 
  
．公有化  

 アンケ－ト調査の分 に 立って、 国指定文化財等

－ －ス から「近世以前 民家」、および「近代

住居」のうち が農家または町家の住 を し、

その所有 を 道 にみてみた（ ）。全国

で公有化の全 をみるために、ここでは民家 や博物

館に移築保存されている重文民家も加えている。所有

の分 は、「個人」「財 法人」「個人と市町村」「民

」「市町村または 道 」に分 した。「財 法人」

の くは、重文民家の所有者が代表者となった「財 法

人 家住 保存 」の を るものである。「市町村ま

たは 道 」所有が公有重文民家である。この から、

重文民家の分 は 道 により があるが、全国的に

重文民家の公有化が でいることがわかる。関 から

地域に公有重文民家がやや く、 手 では 12 住

すべてが公有化され、一部は博物館や民家 に移築保

存されている。 では、12 住 のうち 7 住 が

市立民家 での移築保存である。 
つ に、アンケ－ト調査に回答いただいた 99 住 に

ついて重文指定年と公有化年の関 をみてみた（表 ）。

1 に 重文民家の 有  
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1969年以前 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代

重文指定年 21（21.2） 42（42.4） 6（　6.1） 9（　9.1） 21（21.2）

公有化年 8（　8.1） 31（31.3） 14（14.1） 23（23.2） 23（23.2）

1 重文 と公有化 N=99    

重文指定は 1970 年代の 42 住 を － にして、1970
年代以前が全 の 63.6％を める。1965 年 から文

化 の により、全国 で民家の 調査が実

施されたことと関 していると考えられる。一方、公

有化も 1970 年代が も いが（31 住 ）、1990 年代

と 2000 年代にも 23 件ずつ ている。 
さらに 2 では、99 住 の重文指定年と公有化年を

トして した。全 としては、重文指定と ぼ

時 に公有化された住 （対 近）が いこと

がわかる。しかし、2000 年以 に重文指定された住 に

は、指定以前から公有のケ－スも い（対 より ）。

また1960年代後半から1970年代に重文指定を受けた住

には、1980 年代から 2010 年代にかけて、公有に移行

したケ－スが 立つ（対 より上）。 
公有化にあたり、 の 所から移築された住 は全

で 25 件（25.3％）であった。それらはすべて 1980 年代

までに重文指定を受けた住 である（表 2）。重文民家を

建物だけではなく、生活 も含めて保存するには の

所で保存されることが ましいと考えられるが、かつ

ては移動することが なくなかったことがわかる。また、

建物（ 含 ）と 地を公有化したケ－スが 53 住

、建物と 地に加え 地も公有化が 18 住 である

が、建物のみの公有化も 27 住 （27.3％）を めた。 
 

.公有化の経緯について 

表 3 は公有化以前の所有者の居住状 、 ３は公有化

に った理 を す。公有化以前は過半数の 55住 で、

重文民家に所有者や家 が居住していた。 地 の

も含めると 68 住 （ 69％）で、所有者が重文民家の

所 地に暮らしつつ住 を管理していたことがわかる。 
公有化の理 は にわたり、公有化時 が いもの

には も い。全 的な 向としては、「日常管理の経

負担」ついで「大 理の経 負担」の回答が く、

の や後継者がいないことよりも、経 的な負担

が公有化につながっていることが える（ 3）。 
公有化にあたり、重文指定の建物については 60％に

相 する 59 住 が、所有者から への による

ものである（表４）。一方、土地については所有者からの

は 24 住 とやや なく、 市町村の費用や 道 

 

 

からの で するケ－スが い（表 5）。表 5

の「 家から された」という回答を時 にみると、

1970 年代以前に公有化した住 では 10％ であったが、

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

重文　　場所

指定年

公有化前と
同じ位置
N=73

敷地内で建
物を移動
N=1

公有化前と
は異なる場
所に移築
N=25

小計

1969年以前 14(　66.7） 0（0.0） 7（33.3） 21

1970年代 26（　61.9） 1（2.4） 15（35.7） 42

1980年代 3（　50.0） 0（0.0） 3（50.0） 6

1990年代 9（100.0） 0（0.0） 0（　0.0） 9

2000年以降 21（100.0） 0（0.0） 0（　0.0） 21

重文 の

つつ

管理

は の

管理

つつ管理

重文 の

とは

ている

が じ

に

て管理

重文 の

とは

るが じ

に つ

つ管理

重文 の

とは

の

に つ

つ管理

い

55（55.6） 13（13.1） 9（9.1） 3（3.0） 11（11.1） 8（8.1）

重文  

公有化  

2 重文 と公有化 の N=99  

2 公有化にと について(N=99) 

3 公有化 の 状 N 99   

3 公有化の理 N=99,  

％ 
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 が維持管理 る の N=99  

指定
に
を 動

に

に

52（53.1） 3(3.1） 14（14.3） 10（10.2） 2（2.0） 17（17.3）

 公有重文民家の管理について N=99   

1980 年代 1990 年代では 20％ 、2000 年以 に公有

化した住 では 43.4％であった。近年は土地も する

ケ－スが増える 向がでている。 
個人所有の重文民家を維持する 、家 の清 や 

建具の 、 の 定など日常の維持管理費の負担が大

きいが、市町村による があり が どないケ－スも

い。また、大 理には 大 85％の国 がある

ものの、工 が数 にのぼることも なくないこ

とから所有者の負担は である。こうした大 理

や日常の維持管理に関わる経 的負担が、市町村への建

物や土地の につながっていると考えられる。 

 
.公有重文民家の現 の維持管理と公 状  

公有重文民家の維持管理の は、市町村の直 管理、

指定管理者へ 、保存 に など な がある

が、 回の調査では市町村の直 管理が 52 住 （53.1%）

を めた（表 ）。年 の維持管理費は、100 が

30.3％を める一方で、1,000 以上の もみられ

る（表 ）。これは建物や土地の や管理手法が し

ていると考えられるが、その点については把握できてい

ない。平 は 537 である（ 回答 く）。そ

のうち、人件費部分の年平 は 298 にのぼる 6）。

公有化された 、重文民家の維持管理には相 の費用

が 要なことが える。市町村が維持管理を続けて行く

上での負担については、「建物の 費用の負担」に ぼ

全住 が回答し、ついで「 者数の増加を ること」

「管理費用の負担が重いこと」があ られている（ ４）。 
公有化された重文民家は、公開を めることが前 と

なる。建物の一 公開の現状を た （表 ）、「

ぼ常時公開」が 61 住 （60.6％）あり、 日限定を含

めると 80 住 （80.8％）を めた。 者や学術研究

に限定した公開は 12 住 にす ず、全 として一

公開が でいる。 
所有する重文民家について、「保存・活用に関する検討

員 を し、それが している」という回答は全

の 14 住 にす ず、「保存・活用に関する検討 員

を したが、いまは していない」が 10 住 、「検

討 員 を していない」が 75 住 であった。しか

しながら、2000 年以 に公有化した 23 住 では 7 住

（30.4％）が「保存・活用に関する検討 員 を し、

それが している」と回答したことから、近年は地域

で検討 員 を けて、 的に活用等をすすめる市町

村が増えている 向が えた。 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 家 の と に える   

居住者がいない公有重文民家では、建築物としての保

存だけではなく、 学者にかつての暮らしの文化や住ま

いの工夫をどう伝えるのかが一つの大きな課題と考える。

公開の に、通常の 学や 以 に、「 り」「

」「お 」など、重文民家の建物を活用した行 の実

施については 69 住 で実施されていた。これらは、重

文民家の の 力や、暮らしの文化を 学者に伝える

ための一手法といえる。しかし、こうした行 を行って

いない住 も 30 住 （30.3％）ある（ 5）。 

公 定
を定
公 公

に
建物内

を

以
は
公

で

61（61.6） 17（17.2） 2（2.0） 9（9.1） 3（3.0） 7（7.1）

 公有化 の 公 について N=99 ()  

4 公有化 の について(N=99 ) 

5 公有 の の について N=99,( )  

建物 に （ ）

15（15.2）

　4（ 4.0）
11（11.1）
59（59.6）
　9（ 9.1）
　1（ 1.0）

地 に （ ）

22（22.2）

1（ 1.0）
7（ 7.1）

11（11.1）
24（24.2）

有地に移築 10（10.1）
地は 5（ 5.0）

11（11.1）
8（ 8.0）

％ 

年

100 30(30.3）

100 500 28（28.2）
500 1000 17（17.2）
1000 以 12（12.1）

12（12.1）

7 重文民家の 維持管理 N=99   
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を重文 内
に

じ る
に る

に

る
な を る

な を
を

る

で

を る

にな

( 16）
7（43.8） 13（81.3） 4（25.0） 10（62.5） 1（　6.3） 1（　6.3） 0（　0.0）

を
( 51

21（41.2） 31（60.8） 4（　7.8） 26（51.0） 1（　2.0） 1（　2.0） 6（11.8）

な
( 30

5（16.7） 13（43.3） 1（　3.3） 12（40.0） 1（　3.3） 3（10.0） 11（36.7）

建物や土地の公有化に わせて、くらしの伝 につな

がる、 文 、 術工 、生活道具・家財 の市町村

への き継 の状 を た。99 住 全 では、 術工

と 文 は き継がれていないことが いが、生活

道具・家財は 70％の住 で全部または一部が き継がれ

ていた（表 9）。また、公有化時 が しい ど、 文 、

術工 、生活道具・家財も建物の公有化と 時に、

市町村に き継がれるケ－スが増加する。2000 年以 に

公有化した住 では 80％で、生活道具や 文 等が

き継がれている（ 6）。 
表 10 は、 の生活を 学者に理 してもらうために

行っている工夫を、生活道具・家財の き継 状 との

関 でみたものである。生活道具・家財を ぼ全部 き

継いだ は、一部のみ き継いだ や き継がなか

った に べ、 の生活道具 を重文民家 に展 し

たり、 ン ア等による が行われている が

高い 向がみられる。 の生活道具やかまどなどを っ

た 学 を実施する も高い。 
近年に公有化された住 では、建物だけではなく、公

有化に わせて 文 や生活道具・家財等も市町村に移

管されるケ－スが い。それらを建物 に展 するなど

によって、人が生活していた の暮らしを 学者に伝え

やすくなることが される。 
 
.公有重文民家の 調査  

アンケ－ト調査の回答を具 的に把握するために、公

有化の状 が なる について、市町村の担 者や管

理者に ア ン 調査を行った。ここでは公有化時に生

活道具や家財 などを ぼ全部を市が き継いだ、 谷

家住 （ 大田市）と 家住 （ 手 野市）

の 7）から、公有重文民家で居住文化を伝える工夫に

ついて考えたい（表 11）。 
谷家住 は、大 重要伝 的建造物 保存地

に所 する 家である。公有化の 2001 年 12 月から 手

された 理工 にともない、大田市が き継いだ家財  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
の 理をするために集まった －ト職員が学 経 者

（家具・道具・建築の生活史）の指 を受けたことがき

っかけで、2011 年に地域の女 による「家の女たち」が

された。それと 時に指定管理者として、 谷家住

の維持管理と公開、かまどで するなどの 学

の開 を積 的に行っている。特筆する点は、 され

た 3,291点におよ 生活道具 の スト化と、住 に

居住者が っているかのように道具 を展 することで

生きた住 を していることである。「家の女たち」で

は、「 い住 を せる」と「家財のしつらいを せる」

の２点に を き、「しつらいを調えた日本家 を

せる」活動を   
めている。 

家住 は

2013 年に 野

市に移管された

大 の がり

住 である。 

い い
が

1 文 ( 99 22（22.2） 18（18.2） 58（58.6） 1（1.0）
2） ( 99 12（12.1） 23（23.2） 63（63.6） 1（1.0）
3） ( 99 17（17.2） 52（52.5） 30（30.3） 0（0.0）

 公有化 に 文 管   

 に ている公 N=99,  

％ 

6 公有化 に 文 の の 管 (N=99) 

10 家 の 状 と に える  

：生活道具 の き継 状 に 数回答、  住 数、（ ）％ 

％ 
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野市の 施

を管理 営する

「 野市 るさと

公 」が管理して

いるが、 来は地

域住民で 家住

を えていくこ

とを に、公有

化に わせて、地

域住民による「重

文 家の活用を考える 」が立ちあ られた。 では、

学 経 者（民家保存）の協力を て、住民が 家住

について学びながら住 の活用を 行している。市の

担 者が「 方に する」という な立 を 持する

ことで、地 住民の活動の を高めている点が大き

な特 である。2016 年 から大 理に ったが、

理 の公開や市が き継いだ家財道具 の 理・活用方

法の検討を行っている。 
谷家住 は、地域の文化を る住民 が指定管理

者になっている。 家住 も地域住民による管理を

指して育成をすすめている。 ともに、地域の生活

文化を り、 住 に を持つ地域住民が公有重文

民家の管理を行う点が される。 
 
. とめ 

本稿では、個人所有からの移行が増えつつある公有重

文民家に し、公有化の経緯および維持管理の現状を

検討した。 られた は のようにまとめられる。 

1）重文民家は 1970年代に指定されたものが い。それ

らが、近年になって徐々に市町村へ移管されるケ－スが

てきている。公有化の理 には、日常の維持管理の経

負担が も い。 

2）公有化にあたり、建物については 60％が であ

る。土地の は なめであるが、近年は土地も市町村

に されるケ－スが増えている。しかし、公有重文民

家の維持管理費への市町村の負担は非常に大きい。 

3）建物や土地の市町村移管に加え、生活道具や家財 、

術工 などの移管も近年は増加している。2000年以

に移管された 21 住 については、 80％が 文 、

生活道具や家財 、 術工 を市町村に移管している

ことが らかになった。また、生活道具や家財 の ど

が市町村に移管された は、 の生活道具 を重文民

家 に展 したり、 ン ア等による が行われ

ている が高い 向がみられた。 の生活道具やかま

どなどを った 学 を実施する も高い。 
4）生活道具・家財の どが市に移管された 谷家住

と 家住 では、 住 に を持つ地域の住民

によって、住 の管理が行われることで、生活道具

を活用して居住文化を伝える につながる が

された。 
 以上のように、維持管理の経 的負担から市町村に

される重文民家が なくないが、公有化すると は

市町村の管理負担が大きい。この点を まえると、維持

管理の負担を することで、所有者による重文民家の

管理を する みづくりが に 要と考えられる。

そのことにより、 時に居住文化の継 も となる。

しかしながら、公有化に った は、地域の住民

に管理を して、地域の文化を る住民が重文民家で

生活道具 を った生活再現を行うことができれ 、建

物の保存に加えて居住文化を地域で伝えていくことに一

定程 は できるのではないかと考える。 
 

：本 の調査は、平成 26 28 年 学研究費 ・ 研究( )、
「住み手とともに居住文化を伝える重文民家の ジ ントと活用

の研究」（課題 26420606、研究代表者 碓田智子）によって実

施した。調査にご協力いただいた 市町村の にお し上 ます。 
文  

1)碓田智子 か５名、個人所有重文民家の居住と維持管理および公開・

活用課題－全国の重文民家の個人所有者と市町村担 者を対象とした

調査から－、日本建築学 住 研究 文集 、pp.249-256、2013 
2)全国重文民家の集い 、重文民家と生きる、学 、2003 
3) 文化財研究所、 造建造物の保存 のあり方と手法、「 ３  

住 建築保存 の考え方と手法」（ 国立大学 大野 か）、2003 
4)平 育 、国指定重要文化財農家における移築について、長 造 大

学 要、５、pp-58-66、2008 
5)平 育 、国指定重要文化財の民家における保存移築について、長

造 大学 要、 、pp-98-102、2009 
6）碓田智子 か 5 名、公有化された重文民家の維持管理と活用の課題          

－全国の公有重文民家を対象としたアンケ－ト調査から－、日本建築学

近 部研究 集・ 、 56 、pp.525-528、2016 
 

1)「特定非営利活動法人 全国重文民家の集い」は重文民家の所有者の

である。重文民家の維持・管理・保全 びに、有 な活用に関する

の 有化を 的とした活動等を行っている。 加重文民家は 130
住 である。 
2）本稿は文 6）を －スに、 － や分 を加え再考した。 
3）「国指定文化財等 － －ス」は に公開されている。 
URL：http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index_pc.html 
4)調査回答の 99 住 については、市町村所有が 98 住 、国所有・市町

村管理が 1 住 である。 
5） 谷家住 、 家住 、 家住 、 田（本 ）、 田

家住 、 家住 および 市家住 （個人所有・ 管理）の 7
について、2015 年から 2017 年 2 月にかけて調査を行った。 

6）アンケ－トで維持管理費用の があった住 について した。

年 維持管理費は 88 住 、年 人件費は 66 住 の平 値である。 
7） 谷家住 の調査は 2015 年 1月、 家住 の調査は 2016 年 3 月

に実施した。 
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重文指定年 1998 2007

公有化年 2001 2013
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